
学校給食弁当代替者補助金交付要綱

令和６年要綱第１４号

改正 令和７年要綱第２号

令和８年要綱第１０号

（趣旨）

第１条 この要綱は、精華町立小学校及び中学校に在学する児童生徒

の保護者に対し、食物アレルギーのため、学校給食の代替として保

護者が弁当対応をする経費を、予算の範囲内で補助することにより

、当該保護者の負担を軽減するとともに、精華町学校給食の実施及

び学校給食費等の管理に関する規則（令和６年規則第４号）第４条

の規定により学校給食費の徴収を受けない保護者との公平を図るた

め、学校給食弁当代替者補助金（以下「補助金」という。）を交付

することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則（平成２２年

規則第１９号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。

⑴ 町立学校 精華町立小学校及び中学校をいう。

⑵ 児童生徒 町立学校に在学する児童又は生徒をいう。

⑶ 保護者 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条に規

定する保護者をいう。

⑷ 弁当対応 食物アレルギーのため、学校給食法（昭和２９年法

律第１６０号）第３条第１項に規定する学校給食の一日における

全ての飲食物に代わり、持参した弁当等を飲食することをいう。

⑸ 学校給食費 学校給食法第１１条第２項に規定する学校給食費

をいう。

（補助対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。

）は、町立学校に在学し、弁当対応をする児童生徒の保護者で、精

華町に住所を有し、当該児童生徒と生計を一にするものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、補助対象

者とすることができる。



（補助金の額）

第４条 補助金の額は、児童生徒が弁当対応をした回数（以下「弁当

対応回数」という。）に、別表に定める１食単価を乗じた額とする。

ただし、在学する町立学校において学校給食を実施した回数に、同

表に定める１食単価を乗じて得た額を上限とする。

（補助金の交付申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、学校給食弁当

代替者補助金交付申請書（兼同意書）（別記様式第１号）により町

長に申請するものとする。

２ 前項の規定による申請は、当該年度の学校給食開始の日までに行

わなければならない。ただし、転入等により当該年度の途中で補助

対象者となった者については、速やかに申請を行うものとする。

（補助金の交付決定）

第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、第３条に規

定する要件に基づき補助金の交付の可否を決定するものとする。

２ 町長は、補助金の交付を決定した者（以下「交付決定者」という。

）に対しては、学校給食弁当代替者補助金交付決定通知書（別記様

式第２号）により通知し、交付をしないと決定した者に対しては、

学校給食弁当代替者補助金不承認決定通知書（別記様式第３号）に

より通知するものとする。

（補助金の変更申請）

第７条 交付決定者は、交付の決定を受けた内容に変更があったとき

は、学校給食弁当代替者補助金内容変更届（別記様式第４号）によ

り町長に届出を行うものとする。

２ 町長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を審査

し、適当であると認めたときは、学校給食弁当代替者補助金内容変

更通知書（別記様式第５号）により交付決定者に通知するものとす

る。

（報告）

第８条 町長は、弁当対応回数の確認が必要なときは、学校長に対し

て、学校給食弁当対応回数報告書（別記様式第６号）の提出を求め

るものとする。

（補助金の額の確定）



第９条 町長は、前条に規定する確認を行い、補助金の交付額を確定

したときは、学校給食弁当代替者補助金交付額確定通知書（別記様

式第７号）により交付決定者に通知するものとする。

（補助金の請求及び交付）

第１０条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、学校給食弁

当代替者補助金請求書（別記様式第８号）を町長に提出するものと

する。

２ 町長は、交付決定者から前項に規定する請求を受けたときは、速

やかに当該補助金を交付するものとする。

（交付決定の取消し及び返還）

第１１条 町長は、交付決定者について次の各号のいずれかに該当す

るときは、前条の規定による交付の決定の全部又は一部を取り消す

ことができる。

⑴ 補助対象者に該当しなくなったとき。

⑵ 虚偽その他不正行為により補助金の交付を受けたとき。

⑶ その他町長が必要と認めるとき。

２ 町長は、前項の規定による交付の決定の取消しを行ったときは、

学校給食弁当代替者補助金交付決定取消通知書（別記様式第９号）

により交付決定者に通知するものとする。

３ 町長は、第１項の規定により交付の決定を取り消したときは、既

に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

（その他）

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に

定める。

附 則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

附 則（令和７年要綱第２号）

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

附 則（令和８年要綱第１０号）

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

別表（第４条関係）

区分 １食単価



小学校 ２９５円

中学校 ３４５円



別記様式第１号（第５条関係）

年 月 日

精華町長 様

学校給食弁当代替者補助金交付申請書（兼同意書）

学校給食弁当代替者補助金交付要綱第５条の規定により、以下の対象となる児童生徒の

弁当対応にかかる費用について、以下の事項に同意し、 年度分の補助金の交付を申請し

ます。

１ 申請者

住所 精華町

申請者（保護者）氏名

電話番号（自宅・携帯）

２ 対象児童生徒 ※補助金交付の対象となる児童生徒の情報を記入してください。

【同意事項】 １ 補助金の交付決定にかかる必要な調査を精華町が行うことを同意しま

す。

２ 補助金交付額の確定に当たって、町長が弁当対応回数の確認及び報告

を学校長に求めることに同意します。

氏名（児童生徒） 生年月日（和暦） 学校名 学年

年 月 日



別記様式第２号（第６条関係）

第 号

年 月 日

様

精華町長

学校給食弁当代替者補助金交付決定通知書

年 月 日付けで申請があった学校給食弁当代替者補助金について、下記

のとおり交付することを決定したので通知します。

記

１ 対象児童生徒

２ 補助金の額

補助金の額は「学校給食弁当代替者補助金交付額確定通知書」により通知します。

３ 注意事項

（１）補助金は「学校給食弁当代替者補助金交付額確定通知書」の通知後に交付しま

す。

（２）学校給食弁当代替者補助金交付要綱第１１条に該当した場合、交付決定の全部

又は一部を取り消すことがあります。

氏 名

学校名 学 年



別記様式第３号（第６条関係）

第 号

年 月 日

様

精華町長

学校給食弁当代替者補助金不承認決定通知書

年 月 日付けで申請があった学校給食弁当代替者補助金について、下記

のとおり不承認と決定したので通知します。

記

１ 対象児童生徒

２ 不承認の理由

氏 名

学校名 学 年



別記様式第４号（第７条関係）

年 月 日

精華町長 様

申請者氏名

住所

電話

学校給食弁当代替者補助金内容変更届

学校給食弁当代替者補助金の交付決定について、変更があったため、届け出ます。

記

１ 交付決定

年 月 日付け 第 号

２ 変更事項 ※変更内容及び理由を記載してください。



別記様式第５号（第７条関係）

第 号

年 月 日

様

精華町長

学校給食弁当代替者補助金内容変更通知書

年 月 日付けで届出のあった学校給食弁当代替者補助金の申請について

、下記のとおり内容の変更を決定したので、通知します。

記

１ 対象児童生徒

２ 変更内容

３ 変更適用日

４ その他

氏 名

学校名 学 年



別記様式第６号（第８条関係）

年 月 日

精華町長 様

学校名

学校長名

学校給食弁当対応回数報告書

学校給食弁当代替者補助金交付要綱第９条の規定により下記のとおり報告します。

記

１ 対象児童生徒

２ 該当月及び弁当対応回数

氏 名

学校名 学 年

該 当 月 弁当対応回数

４月 回

５月 回

６月 回

７月 回

８月 回

９月 回

１０月 回

１１月 回

１２月 回

１月 回

２月 回

３月 回

合 計 回



別記様式第７号（第９条関係）

第 号

年 月 日

様

精華町長

学校給食弁当代替者補助金交付額確定通知書

年 月 日付け 第 号で決定した学校給食弁当代替者補助金につい

て、下記のとおり補助金の交付額を確定したので通知します。

記

１ 対象児童生徒

２ 支払予定日

年 月 日

３ その他

（１）補助金の額は、弁当対応回数を確認の上、定めています。

（２）学校給食弁当代替者補助金交付要綱第１１条の規定により、補助金の返還を命

ずることがあります。

氏 名

学校名 学年

対象期間
年 月 日から

年 月 日まで

交付確定額 円

弁当対応回数 回



別記様式第８号（第１０条関係）

第 号

年 月 日

精華町長 様

申請者氏名

住所

電話

学校給食弁当代替者補助金請求書

学校給食弁当代替者補助金交付要綱第１０条の規定に基づき、下記のとおり請求します。

記

※振込先は、申請者の口座名義を記入してください。

※ゆうちょ銀行の場合は、店名は３ケタの漢数字の支店番号をご記入ください。

補助金請求額 円

振込先金融機関名
銀行 信用金庫 支店

農協 信用組合 出張所

預金種別 １ 普通・総合 ２ 当座

振込先口座番号

フリガナ

口座名義



別記様式第９号（第１１条関係）

第 号

年 月 日

様

精華町長

学校給食弁当代替者補助金交付決定取消通知書

年 月 日付け 第 号にて交付決定した学校給食弁当代替者補

助金について、下記のとおり決定を取り消しますので、通知します。

なお、補助金の返還がある場合は、返還期限までに返還してください。

記

１ 対象児童生徒

２ 取消日

年 月 日

３ 取消しの理由

４ 返還金額

氏 名

学校名 学 年


